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令和７年 

丹原公民館だより№４50 

〒791-0508  
西条市丹原町池田１７１１番地１ 
電話＆FAX（０８９８）６８－６３７１ 
E-mail:tanbara-k@saijo-city.jp 

丹原地区の人口 （前月比） 

男 ２，１６１人  （ －５） 

女 ２，２７２人  （－２０） 

計  ４，４３３人  （－２５） 

世帯 ２，１５７世帯 （ ＋２） 

     《令和７年４月末現在》 

 
５月１４日(水)に公民館協力委員会が開催され、令和７年度の主な行事が決定しました。 
多くの皆さんに関わっていただくことで、丹原地区が今まで以上に盛り上がるよう、ご参加、ご協力

をよろしくお願いいたします。 
※尚、行事の詳細は、各実行委員会開催後、 決定事項を公民館だよりで随時お知らせいたします。 

 

令和７年度行事日程 決定 

協力委員の皆さま、お集まりいただき、ありが

とうございました。 

昨年度に引き続き、地域の皆さまの地域づく

り・繋がりづくりのお手伝いができるよう、公民

館職員一同（丹原キャンディーズ）努めてまいり

ます。今年度もよろしくお願いいたします。 

こちらのQRコードから公民館だよりの 

カラー版がご覧いただけるようになりました。 

開催決定行事 

6 月 

１：所属・階級・氏名 

愛媛県西条西警察署 地域課  

丹原駐在所  巡査長 大西 貴博（31歳） 

２：経歴 

平成２４年に愛媛県警察に配属、現在１３年目 

３：一言 

４月１日から丹原駐在所で勤務しています。何か困っ

たことや相談したいことがあれば、気軽にご相談くださ

い。いろいろと知りたいので、おいしいお店とかあれば教

えてください。今後ともよろしくお願いします。 

丹原駐在所の 
お巡りさんを 
紹介します！ 

～「丹原放課後子ども教室」始まります！～ 
 

令和 7 年度の子ども教室は、「英語教室」「和太鼓教

室」を開催予定としています。まず第一弾は、小学校２

年生～４年生を対象とした「英語教室」です。丹原小学

校を通じて申込用紙を配布します。多数のご参加をお

待ちしております。 
 

◇活動日 ： 6/11（水）・6/25（水）・7/9（水） 

◇時 間 ： 午後３時 30分～４時 30分 

 

 

写真は昨年の活動の様子です 

◆７月下旬   盆踊り講習会（※日程調整中） 

◆８月上旬   丹原地区盆踊り大会（※日程調整中） 

◆９月 28日（日）  丹原地区市民運動会 

◆10月２1日（火）、24日（金）  地区別人権・同和教育懇談会 

◆１１月 23日（日）  丹原地区文化祭 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

募 集 の お 知 ら せ 

第 18 回 

丹原東中学校区 

交遊レクリエーションバレーボール大会 

◆日 時：６月 22 日(日) 

受  付 (丹原体育館) 8：50 

開会式 (丹原体育館) 9：00 

◆会 場：丹原体育館（久妙寺） 

 
主 催：丹原東地区体育協会 

共 催：丹原公民館・徳田公民館  

田野公民館  

写真は、昨年の優勝チーム
「丹原✕」の皆さんです。  
 今年度も和気あいあいと
交流が図れるよう、たくさん
のチームのご参加をお待ち
しております。  

■4 月 16 日(水)・４月２１日（月）■ 

 丹原らくしょう会「脳トレーニング・麻雀体験会」 

公民館事業報告 

自動車を運転される高齢者の方を対象に、体験

型の交通安全教室を開催します。ドライブレコー

ダーによる運転のチェックを行うことで、ご自身

の運転技能を再確認することができます。ぜひ、ご

参加ください。 

 
○日   程：令和 7 年 6 月 30 日(月) 

○時   間：午前の部  9 時～12 時  

午後の部  1 時 30 分～4 時 30 分  

○場   所：西条ドライビングスクール  

（西条市石田 284 番地）  

○対   象：市内在住のおおむね 65 歳以上の方で、  

自動車運転免許をお持ちの方  

○定   員：午前・午後でそれぞれ 20 人（先着順）  

〇応募締切：6 月 18 日 (水) 

〇そ の 他：当日は運転免許証と、眼鏡等運転に必要

なものをお持ちください  

 高齢者交通安全教室を開催します！ 

 

●お申込み・お問合せ● 

西条市役所危機管理課くらし安全係   
TEL0897-52-1284 

 

脳トレーニングとして、「麻雀体験会」が開催されました。初心

者からベテランまで、多くの方にご参加いただき、大盛況の体験

会となりました。参加者からは「難しいけど、頭使う。ボケ防止に

ええね」「忘れとると思ったけど、やりだしたら思い出すもんや

ね。楽しかった！」等のお声をいただきました。初めてお会いし

た同士が和気あいあいと活動されている様子が印象的でした。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

～毎月 10 日は人権を考える日～  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
西条市人権教育協議会 西条市人権擁護課  

令和６年度 人権問題に関する市民意識調査報告から（その１）  
  

 西条市市民生活部人権擁護課、西条市人権教育協議会では、令和６年５月２１日～６月１０日に

「令和６年度 人権問題に関する市民意識調査」を実施しました。これは、人権施策推進にあたり、

５年に１度実施し、人権問題に関する市民の意識を把握し、今後の施策の基礎資料とするものです。 

〇 調査期間  令和６年５月２１日～６月１０日  

〇 調査対象  西条市内に在住する１８歳以上の住民  

 〇 対象者数  ２，０００人（無作為抽出）：回収率３８％  
  

(詳細について ) 

 西条市ホームページ（人権擁護課）をご覧ください。下記のＵＲＬからお入りください。 

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/jinkenyogo/ishikichosar16html 

 

 

（問３０）あなたの人権意識は以前と比べ高まりましたか。 
「人権意識の高まり」についての問

において、「高まった」と回答した人

は、２８％であるが、５年前の調査に

比べて３割程度伸びており、大きな成

果と言えそうである。「変わらない」

と回答した人も２０％近く減少して

いる。これらは、西条市人権教育協議

会、人権擁護課、公民館、学校、企業

等における「研修会」「学習会」「講演

会」等の教育・啓発によるものや、広

報等による啓発等によるところが大

きいと言える。  

また、市民の「人権感覚」や「人権

意識」の高まりによるところもある。  

問９の回答においても、多くの方が

身近で人権侵害を見聞きしたことが

あると回答している。研修・学習によ

り、確実に「人権感覚」「人権意識」は

高まっていき、そのことによって、人

権侵害に「気づく力」「見抜く力」が身

に付くことが分かる。本来、人権侵害

等は私たちの身の回りにはたくさん

あると思われるが、見えていないこと

の方が多い。「自分ごと」として考え

ることができる「研修」「学習」をさら

に大切にしていきたい。  

（問９）過去５年間であなたの身近に次のような人権侵
害を見聞きしたことがありますか。  

～ 人権問題への関心について ～  

 

タウンミーティング開催のお知らせ 
 

 ３年ぶりに丹原地区「タウンミーティング」を開催いたします。「タウンミーティング」は、地域と行政が関心の

高いテーマについて現状を共有し、より暮らしやすいまちとなるよう意見交換を行う機会です。 

◆日時： 令和７年７月１日（火） 午後７時～８時３０分 

◆場所： 丹原公民館 ホール 

※テーマについては７月号の公民館だよりで掲載いたします。多数のご参加お待ちしております。 

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/jinkenyogo/ishikichosar16html


 
 

 

 

 

                            

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

６月の行事予定 

屋内では 屋外では 

からだの蓄熱を避けるために 

・エアコン等で温度を調節 

・遮光カーテン、すだれを利用 

・室温をこまめに確認 

 

・日傘や帽子の着用 

・日陰の利用、こまめな休憩 

・天気のよい日は、日中の外出を 

できるだけ控える  

・通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用 

・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす 

・室内でも屋外でも、のどの渇きを感じ

なくても、こまめに水分を補給 

こまめに水分を補給 

熱中症を防ぎましょう  

保健センターだより☎0897-52-1215 
 
 

 

 

～認知症について学びませんか～ 
 

〇日  時：令和７年 6 月 11 日（水） 

午後１時 30 分～３時  

〇場  所：丹原公民館 1 階 ホール 

〇定  員：20 名程度  

〇講  師：日野  志織 先生  

〇申込み：西条市地域包括支援センター丹原  

        電話：0898-35-3427（担当：高橋） 

※認知症に対する正しい理解者が増えることで、安心し 

て暮らせる地域につながっていきます。 

※受講後に「認知症受講証明書（オレンジカード）をお渡  

しします。 

～『ふらっと茶屋』のご案内～ 参加費無料 

〇日時：6 月 23 日（月）午前 10 時から 

〇場所：丹原公民館  ホール 

〇内容：落語を楽しむ会 

     立の家亀鶴さんによる『つる』 

※大好評につき第 2 弾！ 

楽しい落語で快刺激を！！ 

お問合せ：西条市地域包括支援センター丹原   

     ☎0898-35-3427 （申込み不要） 

 

４月１９日（土）に久妙寺にて「俳句ウォーク」が

開催されました。主催者の藤田克昌氏は『地域を

盛り上げることと、俳句を究めること、両方を目

的としています』と意欲を持たれています。 

  藤田氏は、他にも「丹原大すき」の思いと愛と

感謝で地元「丹原♡」を盛り上げていきたいと幅

広く活動されています。 

藤田氏の活動は、「西条丹
原ひなた学縁」のホームペ
ージで掲載されています。  
興味のある方は検索して

みてください。  

～西条丹原俳句ウォーク  ２０２５  春～ 

日 曜日

- - サークル定期清掃 時間指定なし

休館日

大人の修学旅行　　　　　　　　　　丹原公民館　8：50集合

　「松山市防災リーダー育成センターにおける研修会」

臨時休館日

人権相談 9：00～

さくらんぼルーム 9：30～

司法書士法律無料相談会 10：00～

民生児童委員協議会丹原支部 定例会 １５：00～

丹原東中校区交遊レクリエーションバレー大会代表者会 19：30～

7 土 休館日

8 日 休館日

食生活改善推進協議会　丹原支部 9：00～

さくらんぼルーム 9：30～

丹原地区老人クラブ 13：30～

丹原放課後子ども教室（英語） １５:30～

14 日 休館日

休館日

東予ひめじょ広場「ふわふわ」 9：00～

丹原お楽しみ会 13：30～
　　　「防災教室」

21 土 休館日

休館日

子ども食堂 9：00～

（食事時間：11：30～12：45）

丹原東中校区交遊レクリエーションバレー大会 9：00～

　（開催場所：丹原体育館）

臨時休館日

10：00～

25 水 丹原放課後子ども教室（英語） １５:30～

学校開放運営員会 19：00～

丹原地区市民運動会種目検討委員会 19：30～

28 土 休館日

29 日 休館日

行　　事　　名

15 日

水

包括支援センター丹原　オレンジカフェ
　　「ふらっと茶屋」

月2

18 水

22 日

11

月23

木26

日1

水4


